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A. 研究目的

平成19年度本研究において、「診療行為に関連し
た死亡の調査分析モデル事業」（モデル事業）の地
域事務局で活動する調整看護師の業務実態の把握と
役割の明確化から、「調整看護師の標準業務マニュ
アル案」（マニュアル案）を作成した。

2年目となる今年度は、新たな制度の下に、地域
事務局に配属するどの調整看師もが、標準業務マニ
ュアルを活用することで専門職としての役割・機能
を発揮することをねらいとして、平成20年6月に提
出された「大綱案」の内容に沿った業務手順マニュ
アルの作成をめざして、平成19年度作成のマニュア
ル案を改訂する。

また制度創設以降に、この役割を遂行する調整看
護師の養成と人材確保の観点から、人材育成プログ
ラムの検討を念頭におき、調整看護師に求められる
資質についても明らかにすることとする。

なお、これまで本研究で使用してきた「調整看護
師」は、現時点における仮の名とし、以後も本報告
書において仮称と解釈し使用する。

B. 研究方法

平成19年度のマニュアル案の改訂にあたり、主に
2つの活動を同時平行にて実施した。2つの活動と
は、①モデル事業地域事務局の調整看護師が活用し

ている業務マニュアルを整備し統合しつつ、調整看
護師のケア対象者に類似する患者・家族、これを危
機的状況にある患者・家族と解釈し、②危機的状態
にある患者・家族のケア経験をもつ看護師のインタ
ビューを実施した。本活動を通して、調整看護師が
果たすべき役割・機能・業務活動を再整理し、看護
師の本来業務と事務業務とを明確にし、さらには

「大綱案」との照合の上、標準業務マニュアル改訂
版を作成した。また、調整看護師に求められる資質
の明確化については、②のインタビューおよびコン
フリクト等に関する文献検索から示唆を得ることと
した。具体的な活動方法は以下の通りである

1.調整看護師の実態把握

1）情報収集
・平成19年度マニュアル案に加え、現在、各地域事

務局において業務の円滑化のために工夫し作成
されたチェックリストや手順書等の収集

・モデル事業におけるこれまでの事例から、遺族へ
の説明、苦情対応、関係者の人的関係調整等に
おいて調整看護師が得た学びや工夫点の集約

2）結果の分析・整理（以後、随時実施）
・平成19年度マニュアル案を骨組みとしつつ、業務

内容によって、技能的業務（医療者以外の人へ
の医療の専門用語の説明、遺族対応、関係者の
人的関係調整等）②サポート業務（日程調整、
連絡調整、会場設営等）の分類整理
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医療事故に関連した死因究明においては、医療機関と遺族の双方が納得した死因究明のプロセス確
保が重要であるため、医療関連死の調査・分析を行う全国的な組織において活躍する調整者として
の看護職の果たす役割は大きく、関係者からの期待が寄せられている。そこで、医療事故調査にお
ける調整者としての看護職は、従来の、看護実践の中で培った能力を最大限に活用し、また自信を
持ってその役割を遂行することが求められる。
「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」（モデル事業）の地域事務局で活動する調整看護
師は、平成19年度に作成した「調整看護師業務マニュアル（案）」を活用しているところであるが、
制度創設を見越すと、今後は「医療安全事故調査委員会（仮称）大綱案」の考えを踏襲した標準業
務マニュアルが必要である。これまでの調整看護師の業務の実績を踏まえながら、引き続き、その
能力を最大限に発揮するために、調整看護師の役割・機能を具体的に明示し、、看護職だからこそで
きる業務を明らかにした上で事務職と役割分担をする必要がある。
本研究では、モデル事業の地域事務局での調整看護師の業務実態を把握するとともに、危機的状況
にある患者家族への対応経験がある関係者へのインタビューにより、調整看護師の役割と機能・資
質の明確化を図り、大綱案との照合の上、これらに裏付けられた調整看護師の業務マニュアル改訂
版を作成した。
今後は、将来の調整看護師の人材確保にむけた養成プログラムについても早急に検討しなければな
らないと考える。

研究要旨



3）地域事務局の調整看護師との意見交換および調
整看護師の役割・機能の明示
・モデル事業事務局の調整看護師と共に、再整理の

結果について意見交換を繰り返し、さらに問題
点・改善点の抽出と修正

2. 危機的状態にある患者・家族のケア経験がある
看護師へのインタビュー

調整看護師が調整業務を行なう上で必要な役割と
機能を明らかにするために、同様な業務に従事する
看護師等として、危機的状態にある患者家族の対応
経験のある者を対象として、本研究協力者が聞き取
りを実施し、その結果から調整看護師に求められる
役割と機能、資質を明らかにした。

1）対象
・緩和ケアに従事している看護師、医療安全管理者、

臓器移植コーディネーター、救命救急場面に従
事する看護師、監察医務院職員、など計10名

2）聞き取り調査
・半構成的質問紙による本研究者によるインタビュ

ー
・実施方法　　平成20年11月～12月、聞き取り対

象者の施設に研究者が出向き、表1
に示す設問について、1人あたり30
分～1時間程度の聞き取りを実施

・倫理的配慮　インタビューの倫理的配慮について
は、日本看護協会「看護研究におけ
る倫理指針」に基づき計画し、本事
業の科研事務局承認を得て実施

・インタビュー内容（表1参照）

表1：危機的状態にある患者・家族のケア経験がある看護
師等へのインタビュー内容

・ 自己の立場での危機に瀕した家族等の対応状況の概要

・ 自己の役割を果たすための「調整」機能とは

・ 死因究明制度における調整看護師が必要と考える役割

・ 死因究明制度における調整看護師に必要な資質や経験

・ 死因究明制度における調整看護師の養成に必要な研修

内容

3. 業務の再整理と大綱案との照合
標準業務マニュアル改訂版の業務内容に、危機的

状態にある患者・家族の対応経験のある看護師のイ
ンタビュー結果から得た内容を反映した。また、情
報の収集・集約、分析の結果については、「大綱案」
と照合し、業務マニュアルの形式に再整理した。

C. 結果

1. 危機的状態にある患者・家族のケア経験がある
看護師等へのインタビュー

調整看護師に求められる役割と機能、資質を明ら
かにするために、危機的状態にある患者・家族の対
応経験のある者を対象とした聞き取りを実施した。
その概要は表2のとおりである。

表2：インタビューの概要
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項目

危機に瀕し
た家族等の
特徴

自己の役割
を果たすた
めの「調整」
機能とは

死因究明制
度における
調整看護師
に必要と考
える役割、
資質や経験

意見の内容例

・突然の出来事に状況が理解できない、
説明に対し質問も返せないほどの動揺

・「どうして自分たちだけが」というや
り場のない怒り

・選択肢の説明に対し、パニックと混乱
・怒りや悲しみの状況、感情の混乱と気
持ちが傷ついている状況、疑問や不信
感

・医療内容に不満。どうしてこうなって
いるのか、こんなことは聞いていなか
った、とこれまでの経過への不信　他

・長期にわたる家族と病院との関係作り
・関連職種とのチーム作り、医療関係
者・遺族・調査関係者との調整

・家族の求めていることの把握とその対
応、家族への対応者間の架け橋

・家族の緊張状況の理解、短期間での信
頼関係の構築、家族の心情を表出の支
援、共感・同調、家族の価値観を引き
出す対応

・説明の場作り、適切な説明者の選択、
説明後の家族のフォロー、対応場の設
定（物理的、心理的）

・自身へのサポートを受ける体制づくり
他

・医療に関する知識や情報の把握
・病院の組織・仕組みを把握できる組織
管理の経験

・対象の心理を理解する能力、人に関す
る感性

・コミュニケーション能力
・逃げない強さ、芯の強さ
・バランスの取れた知・情・意。冷静さ
とセルフコントロール能力

・マネジメント力・判断力・対応力・臨
床実践力

・問題解決能力、分析能力、連絡調整能
力

・ケアリング、グリーフケア能力
・自分自身への支援体制作りの能力　他



2. 調整看護師に必要な役割と機能、資質の明確化

1）調整看護師の役割と機能
昨年度の報告書でも述べたとおり、死因を究明し

医療者側・遺族側双方に納得してもらう過程におい
て、看護職が果たす重要な役割の一つは、そこに係
わるすべての人々とのさまざまな場面での「調整」
である。この「調整」役割は、元来看護職者がその
職業を遂行する上で必要不可欠な能力であり、あら
ゆる場面で他職種から期待されながらすでに実践し
てきた業務である。そして、最善の医療を提供する
ために、患者を中心とした輪の中で看護職が「調
整」を行って来たことが、ここ数年注目されるよう
になり、介護保険分野や精神障害者支援活動におい
ても「調整役」に注目した新たな役割が誕生してき
ている。専門的知識を持った者と、まったく知識を
持たない者が同じ土俵で話を進める際には、双方の
立場を理解した上での「調整」が欠かせないという
ことに、関係者との合意に至ったということであろ
う。

幅広く医療、病院のシステムについて理解し、さ
らに患者の立場・家族の立場ではどんな受け止め方
をしているのかを把握するため「共感」「傾聴」す
ることを、自らの役割であると理解し、それを実践
してきた看護職者は、その能力を最大限に発揮すべ
きであり、自信を持ってその役割を遂行することが
求められる。

そのため、今回、従来の調整看護師業務を整理し、
大綱案を視野に入れ看護職でなければできない業務
を絞り込み、その役割、機能を明確化した。調整看
護師の役割とは、1）プロセスの進捗管理、2）調査
委員会運営のための情報管理、3）関係者の支援

（施設関係者、遺族、評価委員会関係者）、4）医療
安全対策の推進である。以下に、それぞれの役割ご
とに調整看護師が担うべき機能について記載する。

（1）プロセスの進捗管理
① 事例に関する全体像の把握
② 事例の進捗管理と円滑に調査・分析を進めるた

めの全体調整
③ 事業に関わる各職種の役割を把握した上での人

間関係の調整
④ 評価委員の適切な選定への協力

（2）調査委員会運営のための情報管理
① 関係機関・関係職種・家族からの情報収集と情

報共有
② 関係機関・関係職種・家族への正確な情報伝達
③ 医療機関における証拠書類・データ等の収集と

保全に関する支援
④ 関係資料の作成および事務局・関係者等への提出
⑤ 各種書類の管理

（3）関係者の支援（施設関係者、遺族、評価委員会
関係者）

① 医療機関が本制度を理解し調査に臨むための支
援

② 医療機関における事故後の対応を適切に実施す
るための支援

③ 院内事故調査委員会の開催に関する支援と助言
（必要に応じて）

④ 遺族が制度活用を納得・了解するための支援
⑤ 危機的状況にある遺族の感情の理解と関係者と

の良好な関係性の形成と維持
⑥ 調査結果説明における遺族の支援
⑦ 調査開始から説明会までの遺族・医療機関・評

価委員との緊密な連携

（4）医療安全対策の推進
① 説明会後の医療機関のフォローアップ
② 医療安全対策にむけた政策提言のための情報整

理
③ 社会への啓発活動

なお、本モデル事業では死因究明のための事故調
査委員会と医療安全に向けた政策提言を主とする。
そのため遺族のグリーフケアが調整看護師の役割・
機能となるかは今後の検討事項とする。

2）調整看護師に必要な資質
調整看護師とは、医療安全調査委員会の運営にあ

たり、事例発生から報告終了まで、総合調整医と共
に全体の流れを把握し、その過程において関係機
関・団体および関係者との間に生じる様々なことが
らを円滑に進めるために、看護の専門的視点に立ち
調整を行う看護職である。また調整看護師は、その
活動を通じて、更なる医療安全対策を推進する者と
しての役割があることをすでに述べた。

こうした調整機能を発揮する調整看護師には、3
つの資質、すなわち（1）医療安全対策の推進活動
に必要な資質、（2）医療安全調査委員会（仮称）の
企画・運営に求められる資質、（3）コンフリクトを
抱えた対象者を支援するための看護実践のための資
質が求められる。以下に、それぞれの資質を構成す
る能力（知識・技術・判断・態度等）について詳細
を記載する。

（1）医療安全対策の推進活動に必要な資質
① 医療安全管理対策に関する基礎知識
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② 医療安全に必要な医療制度／規制の基礎知識
③ 診療録／看護記録等の判読能力
④ 対人関係形成能力（他者尊重とその場に即した

人間関係の形成能力）
⑤ コミュニケーション能力
⑥ カウンセリングスキル

（2）医療安全調査委員会（仮称）の企画・運営に求
められる資質

① 情報処理能力
② 事実、状況の説明能力
③ 問題解決と企画能力
④ マネジメント能力
⑤ 関係者との協働、連携体制を構築・推進する能力
⑥ 制度普及・推進に関する行動力

（3）コンフリクト（自己の内外における葛藤）を抱
えた対象者を支援するための看護実践の際に求
められる資質

調整看護師が支援の対象とするのは、予測しない
突然の近親者の死に直面し不安と不信、混乱など危
機的状況にあり、悲嘆の中で真実を知りたい、何ら
かの解決策を見出したいと葛藤している遺族およ
び、立場こそ異なっていても事故の調査と再発防止
の活動を迫られ、混乱のきわみにある医療施設の関
係者である。コンフリクトを抱えている対象者を理
解し、与えられた役割の中で精一杯の関与をしてい
くことは、看護職の役割であるといえる。その実践
に求められる資質は以下のように考える。
① コンフリクトの存在の有無や原因の把握と分析

および処理能力
② 遺族等の悲嘆の有無及び、悲嘆を経験する人へ

の支援を行える実践力
③ 対象の尊厳を守りながら寄り添い傾聴し、葛藤

の昇華を助けるケアリング能力
④ 混乱の中で、状況を冷静に観察し優先順位が判

断できる管理能力
⑤ 対等の立場で関与し、関係者がパートナーシッ

プを持つための情報や機会の提供を行なうエン
パワメント能力

なお、医療事故におけるコンフリクトやグリーフ
に対するケアは、新しく、その実践もまだ浅い。そ
のため、今後これらのケアについては、調整看護師
による介入の是非等も踏まえた検討が必要と思われ
る。

2. 調整看護師の実態把握と業務の再整理および
「大綱案」との照合

今年度、標準看護業務マニュアル案の改訂にあた
り、平成19年度のマニュアル案に示された調整看護
師の役割と具体的業務内容および業務手順を参考
に、資料1に示すように相談・受付から評価結果説
明会まで、調整看護師が関与するプロセス・フロー
を基軸として業務を時系列に再整理し、「大綱案」
と照合しながらマトリックス形式で作成した（詳細
については資料1参照）。

業務を詳細に分類し再整理する過程において、調
整看護師の業務の煩雑さが明らかとなり、調整看護
師と事務職との役割分担や責任の所在を明らかにす
る必要があると考えられた。そこで、必ずしも調整
看護師が実施する内容ではないと考えられた業務を
抽出し、マニュアル案改訂版では、「看護師業務」
と「事務職業務」とに区分することで業務分担を明
確に示した。

例えば、相談・受付業務では、相談受付用紙や遺
族への説明資料等を事前に作成しておくことにより
事務職がこの部分の業務を一部担当することが適切
と考えた。そうすることで調整看護師は、看護師と
しての本来機能が発揮できると考えられる。

昨年度の研究で明らかとなった調整看護師の役割
とは、（1）医療機関・団体、関係職種との調整、（2）
遺族との調整、（3）医療機関や解剖担当医・評価委
員と遺族との調整であった。本研究においては、

「調整」する対象者の視点に加えて、調整の内容に
も視点をおき、危機的状態にある患者・家族のケア
経験がある看護師等へのインタビュー結果を参考
に、看護職の専門性を発揮した本来業務を、調整看
護師の役割を明確に刷る判断基準として活用した。
調整看護師が発揮すべき具体的な役割と機能の結果
については、インタビュー結果を参照されたい。

さらに、マニュアル案改訂版には、必要な帳票類
について備考として付記した。

D. 今後の課題

「医療安全事故調査委員会（仮称）」創設における
調整看護師の業務遂行や専門性の向上等について、
いくつか検討すべき課題について以下に記載する。

○医師、事務職等との業務担当者との役割の明確
化

目下モデル事業において調整看護師が実施して
いる事務的業務を事務職等が行なうことにより、
看護職はより専門的な能力を発揮した役割を担う
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ことができると考える。また、サマリー作成など、
現在医師がしている業務を支援することで、調査
委員会の活動を迅速化するなど良い影響があると
考えられる。そのためには、マニュアル案改訂版
において、それぞれの役割と責任を明確にしてお
くことが重要である。

○調整看護師の養成と配属
新たな役割を担う調整看護師には系統だった教

育プログラムが必須である。本報告書の中で示し
た役割と機能および資質を備えた調整看護師の養
成のための、医学的知識、医療安全、医療制度な
どの知識の修得、倫理的感性の保持などの態度の
育成、問題解決のためのコミュニケーション等の
能力が求められる。そしてこれらを修得するため
の演習を含めた教育プログラム（方法、内容等）
の検討が急がれる。また研修を提供する機関につ
いても明確にする必要がある。

調整看護師に限らず、地方事務局における必要
な職種とその人員配置の妥当性については重要な
課題である。例えば、地域内の居住者数、医療機
関数、ベッド数などの一定の基準を用いた配置人
数の検討はどうであろうか。

○調整看護師のキャリアアップとネットワークの
構築

調整看護師としての適切な人材配置のための継
続的な人材確保も課題である。調整看護師として
の従事期間における身分の保証と、調整看護師の
キャリアパスを確保する必要がある。調整看護師
の業務は、医療安全と管理そのものであり、キャ
リアアップに大きく貢献するものと考える。そこ
で、臨床で医療安全や管理に関与していた看護職
が、一定期間のローテーションとして、終了後の
身分を保証された形式で地方事務局での業務に従
事する方法も1つの方法ではないだろうか。

さらには、調整看護師として活動するにあたり、
魅力ある業務として、また自信を持って業務に臨
むためには、就任直後からの他の地方事務局との
相互支援や情報交換が欠かせない。よって、その
ためのネットワーク作りも考えなければならな
い。

○グリーフケア
予測しない経過により家族を失った者にとっ

て、その喪失感を共有し再生プロセスを支援する
「グリーフケア」が重要であることはすでに述べ
た（平成19年度厚生科研）。現在、モデル事業で
はそれを担う人や継続的支援を行う仕組みは明確

になっていない。しかしながらモデル事業で活動
する調整看護師らは何らかのグリーフケアを実施
している。今後は調整看護師が、事務局に存在す
る資源や社会資源等を活用し、どこかと連携し、
グリーフケアを実施するのか、グリーフケアの意
義や方法の検討、あるいはグリーフケアを他者に
ゆだねるのか等、研究班全体の中で検討すべき課
題と考える。

○名称について
本研究で使用している「調整看護師」の名称が

仮称であることは前述した。看護における「調整」
の言語には「退院調整」のように、何に対する調
整かをその名称の中で示しており、この点を考慮
する必要がある。また「魅力ある名称へ」への変
更をとの関係者からの要望もある。

E. 展望

本研究において、調整看護師の役割・機能の詳細
を明確にしつつ、現在、調整看護師が活用している
標準業務マニュアル案を、「大綱案」を踏襲した標
準業務マニュアル案へと改訂した。今後は改定され
た本業務マニュアルが死因究明の制度創設において
活用されることで、看護職が看護の専門性や本来機
能を発揮し、かつ、全国的に統一された業務を遂行
することで制度の円滑な運営に資することを期待す
る。

また、「D．今後の課題」において述べたように、
医療事故調査委員会（仮称）における調整看護師の
人員確保と配置、さらには調整看護師のキャリア形
成やネットワーク作り、グリーフケアなどの課題に
ついては、次年度の研究として引き続き検討したい。

F. 添付資料

資料1：　調整看護師〈仮称〉業務手順案
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